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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の肌当接側シートと、液不透過性の肌非当接側シートと、これら肌当接側シー
ト及び肌非当接側シート間に配置された、吸収材を含む吸収体と、を備え、吸収材は３０
から７０質量％の高吸収ポリマーを含む失禁用ライナーであって、
　吸収体が、着用時に着用者の排尿位置に位置される吸収部分と、吸収部分の周りに吸収
体の周縁まで拡がる拡散部分と、拡散部分内に点在された拡散抑制部分と、を含み、拡散
部分の平均吸収材密度は吸収部分の平均吸収材密度よりも高く、拡散抑制部分の平均吸収
材密度は拡散部分の平均吸収材密度よりも低く、
　吸収部分が吸収体の他の部分よりも肌当接側シートに向けて突出すると共に、拡散抑制
部分が拡散部分よりも肌当接側シートに向けて突出する、
ライナー。
【請求項２】
　前記拡散抑制部分の平均吸収材密度が前記吸収部分の平均吸収材密度よりも低い、請求
項１に記載のライナー。
【請求項３】
　前記吸収体が、前領域と、後領域と、これら前領域及び後領域間の中間領域と、を含み
、
　前記吸収部分が前記中間領域内に設けられ、
　前記拡散部分が前記吸収部分周りの中間領域と、前記前領域及び後領域とに設けられ、



(2) JP 5631124 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

　前記拡散抑制部分が、前記中間領域に設けられることなく、前記前領域及び後領域の少
なくとも一方において前記拡散部分内に点在して設けられる、
請求項１又は２に記載のライナー。
【請求項４】
　前記拡散部分が高拡散部分及び低拡散部分を含み、前記高拡散部分の平均吸収材密度は
前記低拡散部分の平均吸収材密度よりも高く、
　前記高拡散部分が前記吸収部分周りの前記中間領域と、前記前領域及び後領域の幅方向
中央部分とに設けられ、
　前記低拡散部分が前記前領域及び後領域の幅方向周辺部分に設けられる、
請求項３に記載のライナー。
【請求項５】
　前記ライナーが、前記ライナーを衣類に固定するための一対のウイングであって、前記
中間領域に隣接して設けられるウイングを備える、請求項４に記載のライナー。
【請求項６】
　前記ライナーが、前記吸収部分の両側から前記前領域及び後領域までそれぞれ延びる一
対の圧搾溝を備える、請求項３から５までのいずれか一項に記載のライナー。
【請求項７】
　前記拡散抑制部分がテーパー状をなしている、請求項１から６までのいずれか一項に記
載のライナー。
【請求項８】
　液透過性の肌当接側シートと、液不透過性の肌非当接側シートと、これら肌当接側シー
ト及び肌非当接側シート間に配置された、吸収材を含む吸収体と、を備え、吸収材は３０
から７０質量％の高吸収ポリマーを含む失禁用ライナーであって、
　前記吸収体が、前領域と、後領域と、これら前領域及び後領域間の中間領域と、を含み
、
　前記吸収体が、前記中間領域に設けられかつ着用時に着用者の排尿位置に位置される吸
収部分と、前記吸収部分周りの前記中間領域並びに前記前領域及び後領域の幅方向中央部
分とに設けられた高拡散部分と、前記前領域及び後領域の幅方向周辺部分に設けられた低
拡散部分と、前記中間領域に設けられることなく、前記前領域及び後領域の少なくとも一
方において前記拡散部分内に点在して設けられる拡散抑制部分と、を含み、高拡散部分及
び低拡散部分は吸収体６の周縁まで拡がっており、前記高拡散部分及び低拡散部分の平均
吸収材密度は前記吸収部分の平均吸収材密度よりも高く、前記拡散抑制部分の平均吸収材
密度は前記高拡散部分及び低拡散部分の平均吸収材密度よりも低く、前記高拡散部分の平
均吸収材密度は前記低拡散部分の平均吸収材密度よりも高く、
　吸収部分が吸収体の他の部分よりも肌当接側シートに向けて突出すると共に、拡散抑制
部分が拡散部分よりも肌当接側シートに向けて突出し、
　前記拡散抑制部分がテーパー状をなしており、
　前記ライナーが、前記ライナーを衣類に固定するための一対のウイングであって、前記
中間領域に隣接して設けられるウイングを備え、
　前記ライナーが、前記吸収部分の両側から前記前領域及び後領域までそれぞれ延びる一
対の圧搾溝を備える、
ライナー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は失禁用ライナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液透過性の肌当接側シートと、液不透過性の肌非当接側シートと、これら肌当接側シー
ト及び肌非当接側シート間に配置された、吸収材を含む吸収体と、を備える吸収性物品で
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あって、吸収体が中央の肉厚部とその周りの薄肉部とを備え、被吸収液が肉厚部から吸収
体内に吸収され、次いで肉厚部から薄肉部内に拡散するようにした吸収性物品が公知であ
る（特許文献１参照）。このようにすると、被吸収液を速やかに吸収体内に取り込むこと
ができ、したがって被吸収液が吸収体内に吸収されずに漏れる可能性を低減することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２３７３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１において、肉厚部での被吸収液の速やかな吸収のことを考えると、被
吸収液が薄肉部内を速やかに拡散するのが好ましいと考えられる。
【０００５】
　しかしながら、被吸収液が薄肉部内を過度に速やか拡散すると、被吸収液が吸収体の周
縁から漏れるおそれがあるという問題点がある。すなわち、吸収体内における被吸収液の
拡散速度を抑制する必要があるのである。尿の粘性は経血のそれよりも低いので、吸収性
物品が失禁用ライナーであり被吸収液が主として尿の場合には、吸収性物品が生理用ナプ
キンであり被吸収液が主として経血の場合に比べて、上述の課題は深刻である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、液透過性の肌当接側シートと、液不透過性の肌非当接側シートと、こ
れら肌当接側シート及び肌非当接側シート間に配置された、吸収材を含む吸収体と、を備
える失禁用ライナーであって、吸収体が、着用時に着用者の排尿位置に位置される吸収部
分と、吸収部分の周りに吸収体の周縁まで拡がる拡散部分と、拡散部分内に点在された拡
散抑制部分と、を含み、拡散部分の平均吸収材密度は吸収部分の平均吸収材密度よりも高
く、拡散抑制部分の平均吸収材密度は拡散部分の平均吸収材密度よりも低く、吸収部分が
吸収体の他の部分よりも肌当接側シートに向けて突出すると共に、拡散抑制部分が拡散部
分よりも肌当接側シートに向けて突出する、ライナーが提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　吸収体内における被吸収液の速やかな拡散を確保しつつ、被吸収液の漏れを抑制するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】失禁用ライナーの平面図である。
【図２】図１の線Ｍ－Ｍに沿ってみた縦断面図である。
【図３】失禁用ライナーの背面図である。
【図４】吸収体の平面図である。
【図５】被吸収液の流れを説明する概略図である。
【図６】拡散抑制部分及び拡散部分の部分概略縦断面図である。
【図７】圧搾溝の部分概略縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１を参照すると、失禁用ライナー１は、長円状の本体２と、本体２の側部から幅方向
外向きに突出する一対のウイング３とを備える。
【００１０】
　特に図２に示されるように、本体２は、互いに重ね合わされた肌当接側シート４及び肌
非当接側シート５と、これら肌当接側シート４と肌非当接側シート５との間に配置された
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吸収体６と、肌当接側シート４と吸収体６との間に配置されたクッションシート７とを含
んで構成される。一方、ウイング３は、肌当接側シート４の側縁を越えて幅方向外向きに
拡がる肌非当接側シート５の部分５ａと、部分５ａに重ね合わされたサイドシート８とを
含んで構成される。ここで、肌当接側シート４と肌非当接側シート５、肌非当接側シート
部分５ａとサイドシート８はそれぞれ、例えばホットメルト接着剤、ヒートシール加工等
により互いに接合される。なお、本発明による実施例では、サイドシート８は肌当接側シ
ート４にも重ね合わされ接合されており、したがって本体２はサイドシート８をも含んで
構成されている。また、肌非当接側シート５はウイング３まで延びなくてもよい。この場
合、ウイング３は、サイドシート８のみ、又はサイドシート８とこれに重ねられる別シー
トとから構成することができる。
【００１１】
　また、図２及び図３に示されるように、本体２の裏面に対応する肌非当接側シート５の
外面には、幅方向に互いに離間しつつ縦方向に互い平行に延びる帯状の粘着剤９が適用さ
れ、ウイング３の裏面に対応する肌非当接側シート５の外面には粘着剤１０が適用される
。
【００１２】
　更に、ライナー１には、肌当接側シート４から吸収体６に到る一対の圧搾溝１１が形成
される。本発明による実施例では、圧搾溝１１はその長さ方向に交互に繰り返された深溝
及び浅溝から構成される。なお、圧搾溝１１がその長さ方向に連続する深溝から構成され
るようにしてもよい。
【００１３】
　なお、本発明による実施例ではライナー１は縦方向中心線Ｌ－Ｌ及び幅方向中心線Ｍ－
Ｍに関しそれぞれ対称的に形成されている。
【００１４】
　肌当接側シート４は液透過性を有し、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン
（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタラート等ポリオレフィン系の熱可塑性疎水性繊維を親水
処理した織布や不織布、パルプやコットン等の天然繊維、レーヨン当のセルロース繊維か
ら構成される。本発明による実施例では、肌当接側シート４として、ＰＥ／ＰＰ繊維から
なる２０から４０ｇ／ｍ２のエアスルー不織布が使用される。
【００１５】
　肌非当接側シート５は液不透過性及び透湿性を有し、例えば疎水性の不織布、不透水性
のプラスチックフィルム、不織布と不透水性プラスチックフィルムとのラミネートシート
、耐水性の高いメルトブローン不織布、強度の強いスパンボンド不織布で挟んだＳＭＳ不
織布から構成される。本発明による実施例では、肌非当接側シート５として、２０から３
５ｇ／ｍ２程度の非透湿性ＰＥフィルムが使用される。なお、肌非当接側シート５を非透
湿性を有する材料から構成することもできる。
【００１６】
　吸収体６は液保持性を有し、吸収材を含んで構成される。吸収材は例えばフラッフ状パ
ルプ又はエアレイド不織布と、粒状の高吸収ポリマー（ＳＡＰ）とを含む。ここで、フラ
ッフ状パルプは例えば化学パルプ、セルロース繊維、レーヨン、アセテート等の人工セル
ロース繊維から構成され、エアレイド不織布は例えばパルプと合成繊維とを熱融着させ又
はバインダーで固着させた不織布から構成され、ＳＡＰは例えばデンプン系、アクリル酸
系、アミノ酸系の粒子状又は繊維状のポリマーから構成される。なお、本発明による実施
例では、吸収体６はパルプ及びＳＡＰからなる吸収材を薄葉紙又は液透過性のスパンボン
ド不織布，ＳＭＳ不織布等で包むことによって形成される。
【００１７】
　ここで、吸収材の質量すなわちパルプ及びＳＡＰの合計質量に対する、ＳＡＰの質量比
をＳＡＰ質量比と称すると、本発明による実施例では、ＳＡＰ質量比が３０から７０質量
パーセントに設定される。ＳＡＰ質量比が３０質量パーセントよりも小さいと、液拡散性
を付与するための十分な吸収材密度を確保することが困難となる。ＳＡＰ質量比が７０質
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量パーセントよりも大きいと、パルプなどの繊維成分が相対的に不足し、高吸収ポリマー
のゲルブロッキング現象が発生しやすくなり、それにより、液拡散性が低下し、又は、着
用時に吸収体に作用する外力により吸収体が崩れるおそれがある。なお、生理用ナプキン
のＳＡＰ質量比は一般に０～１０質量パーセントであり、多くても２０質量パーセントで
あるので、本発明に係る失禁用ライナーはこの点で生理用ナプキンと構成を異にする。
【００１８】
　クッションシート７は例えばポリオレフィン系の熱可塑性疎水性繊維を親水処理した不
織布から構成される。不織布としてはエアスルー不織布、スパンボンド不織布、ＳＭＳ不
織布等が用いられる。本発明による実施例では、クッションシート７として、ＰＥ／ＰＰ
繊維からなる２０～４０ｇ／ｍ２のエアスルー不織布が使用される。
【００１９】
　サイドシート８は例えばポリオレフィン系の熱可塑性疎水性繊維の不織布から構成され
る。不織布としてはエアスルー不織布、スパンボンド不織布、ＳＭＳ不織布等が用いられ
る。本発明による実施例では、サイドシート８として、ＰＥ／ＰＰ繊維からなる１５～３
５ｇ／ｍ２のエアスルー不織布が使用される。
【００２０】
　粘着剤９，１０は例えばスチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）
、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－エチレン－
ブチレン－エチレン共重合体（ＳＥＢＳ）等のホットメルト粘着剤から構成される。
【００２１】
　吸収体６は図４に示されるように、幅方向に延びる区画線ＤＦ，ＤＲによって互いに区
画された、前領域６Ｆと、後領域６Ｒと、これら前領域６Ｆ及び後領域６Ｒ間の中間領域
６Ｉとを含む。この場合、前領域６Ｆは吸収体６の前端６ＥＦと前方区画線ＤＦとの間に
、中間領域６Ｉは前方区画線ＤＦと後方区画線ＤＲとの間に、後領域６Ｒは後方区画線Ｄ
Ｒと吸収体６の後端６ＥＲとの間に、それぞれ区画される。
【００２２】
　中間領域６Ｉの縦方向及び幅方向の中央部分には、縦方向に沿って拡がる長円状の吸収
部分６Ａが設けられ、吸収部分６Ａ周りの中間領域６Ｉには高拡散部分６ＤＨＩが設けら
れる。
【００２３】
　前領域６Ｆ及び後領域６Ｒの幅方向中央部分にはそれぞれ、吸収部分６Ａから縦方向に
延びる高拡散部分６ＤＨＦ，６ＤＨＲが設けられる。また、高拡散部分６ＤＨＦ，６ＤＨ
Ｒの両側、すなわち前領域６Ｆ及び後領域６Ｒの幅方向周辺部分にはそれぞれ、低拡散部
分６ＤＬＦ，６ＤＬＲが設けられる。なお、高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ及
び低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲは吸収体６の周縁６Ｐまで拡がっている。
【００２４】
　更に、前領域６Ｆ及び後領域６Ｒには、拡散抑制部分６Ｓが点在して設けられる。すな
わち、高拡散部分６ＤＨＦ，６ＤＨＲ内及び低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲ内に拡散抑制
部分６Ｓが不連続に設けられる。なお、本発明による実施例では拡散抑制部分６Ｓは中間
領域６Ｉに設けられない。しかしながら、拡散抑制部分６Ｓを中間部分６Ｉに設けてもよ
い。あるいは、拡散抑制部分６Ｓを前領域６Ｆのみ又は後領域６Ｒのみに設けるようにし
てもよい。
【００２５】
　したがって、拡散部分６Ｄが高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ及び低拡散部分
６ＤＬＦ，６ＤＬＲによって構成されると考えると、吸収体６は、吸収部分６Ａと、吸収
部分６Ａの周りに吸収体６の周縁まで拡がる拡散部分６Ｄと、拡散部分６Ｄ内に点在され
た拡散抑制部分６Ｓとを含むということになる。また、吸収部分６Ａが中間領域６Ｉ内に
設けられ、拡散部分６Ｄが吸収部分６Ａ周りの中間領域６Ｉと、前領域６Ｆ及び後領域６
Ｒとに設けられ、拡散抑制部分６Ｓが、中間領域６Ｉに設けられることなく、前領域６Ｆ
及び後領域６Ｒの少なくとも一方において拡散部分６Ｄ内に点在して設けられるというこ
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とになる。
【００２６】
　なお、本発明による実施例では吸収体６は縦方向中心線Ｌ－Ｌ及び幅方向中心線Ｍ－Ｍ
に関しそれぞれ対称的に形成されている。
【００２７】
　吸収部分６Ａ、高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ、低拡散部分６ＤＬＦ，６Ｄ
ＬＲ、拡散抑制部分６Ｓは平均吸収材密度が互いに異なっている。すなわち、吸収体６の
部分ｘの平均吸収材密度をＤ（ｘ）と表すとすると、Ｄ（６Ｄ）＞Ｄ（６Ａ）とされてい
る。また、Ｄ（６Ｓ）＜Ｄ（６Ｄ）とされ、特に本発明による実施例ではＤ（６Ｓ）＜Ｄ
（６Ａ）とされている。更に、Ｄ（６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ）＞Ｄ（６ＤＬＦ，６
ＤＬＲ）とされている。
【００２８】
　すなわち、Ｄ（６Ｓ）＜Ｄ（６Ａ）＜Ｄ（６ＤＬＦ，６ＤＬＲ）＜Ｄ（６ＤＨＩ，６Ｄ
ＨＦ，６ＤＨＲ）とされている。
【００２９】
　なお、Ｄ（６Ａ）＝０．１～０．１８ｇ／ｃｍ３、Ｄ（６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ
）＝０．２～０．３ｇ／ｃｍ３、Ｄ（６ＤＬＦ，６ＤＬＲ）＝０．１５～０．２５ｇ／ｃ
ｍ３、Ｄ（６Ｓ）＝０．０１～０．０９ｇ／ｃｍ３が好ましい。実際の製品では、Ｄ（６
Ａ）＝０．１５ｇ／ｃｍ３、Ｄ（６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ）＝０．２６ｇ／ｃｍ３

、Ｄ（６ＤＬＦ，６ＤＬＲ）＝０．１８ｇ／ｃｍ３、Ｄ（６Ｓ）＝０．０３ｇ／ｃｍ３で
あった。
【００３０】
　着用時、本体２は粘着剤９によって着用者の下着のような衣類の内面に固着され、ウイ
ング３は粘着剤１０によって衣類の外面に固着される。すなわち、本体２及びウイング３
間に衣類を挟むことによりライナー１が衣類の内側に固定される。なお、ライナー１が固
定される衣類は一般的に、胴回り及び脚回りが伸縮するパンツ形状をなしており、着用者
の胴回り及び脚回りにフィットすることで、生地全体が着用者の肌に沿うことになる。そ
の結果、衣類の内側に固定されるライナー１も着用者の肌に沿って、股部を中心として前
後方向に延びる状態で、着用されることになる。
【００３１】
　この場合、ライナー１は衣類の股部の、前後方向のほぼ中央に固定される。その結果、
着用者の排尿位置ＵＰ（図４）が吸収体６の吸収部分６Ａ、特に吸収部分６Ａのうち前領
域６Ｆに近い位置に位置することになる。したがって、主として尿から構成される被吸収
液は主として吸収部分６Ａに吸収される。吸収部分６Ａは吸収材密度が低いので、被吸収
液は吸収部分６Ａ内をゆっくりと拡散する。被吸収液が次いで拡散部分６Ｄ（高拡散部分
及び低拡散部分）に達すると、拡散部分６Ｄは吸収材密度が高いので、被吸収液は毛細管
現象でもって拡散部分６Ｄ内に引き込まれ、拡散部分６Ｄ内を速やかに拡散する。
【００３２】
　被吸収液が次いで拡散抑制部分６Ｓに達すると、拡散抑制部分６Ｓの吸収材密度が低い
ので、図５に矢印Ｕで示されるように被吸収液は拡散抑制部分６Ｓを迂回して拡散部分６
Ｄ内を進行する。あるいは、拡散抑制部分６Ｓ内をゆっくりと拡散する。その結果、被吸
収液の拡散速度が低下され、したがって被吸収液が吸収体６の周縁から漏れるのを抑制す
ることができる。
【００３３】
　また、拡散部分６Ｄ内において、被吸収液が高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ
から低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲに流入することによっても、被吸収液の拡散速度が抑
制される。低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲの平均吸収材密度がより低いからである。
【００３４】
　ここで、吸収体６の部分ｘの平均吸収材密度Ｄ（ｘ）（ｇ／ｍ３）は当該部分ｘにおけ
る吸収材の平均坪量（ｇ／ｍ２）を当該部分ｘの平均厚さ（ｍｍ）で割り算して得られる



(7) JP 5631124 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

ものである。本発明による実施例では、吸収材はパルプ及びＳＡＰから構成されるので、
吸収材の坪量はパルプ及びＳＡＰの坪量の合計となる。
【００３５】
　吸収体６の平均吸収材密度は例えば次のようにして設定される。すなわち、吸収体６の
部分ｘの平均パルプ坪量及び平均ＳＡＰ坪量をそれぞれＢＰ（ｘ），ＢＳ（ｘ）で表すと
すると、ＢＰ（６Ａ）＞ＢＰ（６Ｄ）＞ＢＰ（６Ｓ）となるように、ＢＳ（６Ａ）＞ＢＳ
（６Ｄ）＞ＢＳ（６Ｓ）となるように吸収体６が形成される。したがって、部分ｘの平均
吸収材坪量をＢ（ｘ）で表すとすると、Ｂ（６Ａ）＞Ｂ（６Ｄ）＞Ｂ（６Ｓ）となるよう
に吸収体６が形成される。ここで、高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲの平均パル
プ坪量及び平均ＳＡＰ坪量はそれぞれ互いにほぼ等しくされ、平均吸収材坪量も互いにほ
ぼ等しくされる。
【００３６】
　また、部分ｘの平均厚さをＴ（ｘ）で表すとすると、Ｔ（６Ａ）＞Ｔ（６ＤＬＦ，６Ｄ
ＬＲ）＞Ｔ（６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ）となるように吸収体６が形成される。ここ
で、高拡散部分ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲの厚さ及び低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲの
厚さはそれぞれ互いにほぼ等しくされている。
【００３７】
　なお、Ｔ（６Ａ）＝４．０～６．０ｍｍ、Ｔ（６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ）＝１～
１．５ｍｍ、Ｔ（６ＤＬＦ，６ＤＬＲ）＝１．２～２．２ｍｍ、Ｔ（６Ｓ）＝２．５～３
．５ｍｍが好ましい。実際の製品では、Ｔ（６Ａ）＝５．０ｍｍ、Ｔ（６ＤＨＩ，６ＤＨ
Ｆ，６ＤＨＲ）＝１．３ｍｍ、Ｔ（６ＤＬＦ，６ＤＬＲ）＝１．９ｍｍ、Ｔ（６Ｓ）＝２
．８ｍｍであった。ここで、厚さの測定は厚み測定器（株式会社尾崎製作所製　ダイヤル
シックネスゲージ　型式Ｈ－０．４Ｎ、仕様上の測定力初圧が「０．４Ｎ以下」とされて
いるもの）を用いて行われた。この場合、直径１０ｍｍの円形の測定子が用いられた。
【００３８】
　具体的に説明すると、吸収体６は、例えば通気性を有する型であるメッシュパターン上
にパルプ及びＳＡＰを積層することにより形成される。このメッシュパターンには、吸収
部分６Ａに対応する位置に凹部が形成されており、拡散抑制部分６Ｓに対応する位置に凸
部が形成されている。その結果、吸収部分６Ａの吸収材坪量が大きくなり、拡散抑制部分
６Ｓの吸収材坪量Ｂが小さくなる。次いで、吸収部分６Ａ、低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬ
Ｒ、高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲ、拡散抑制部分６Ｓに対応する突起を有す
るプレスローラーでもって吸収体６がプレスされる。例えば、高拡散部分６ＤＨＩ，６Ｄ
ＨＦ，６ＤＨＲに対応する突起の高さは高くされており、拡散抑制部分６Ｓに対応する突
起の高さは低くされている。その結果、高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲの厚さ
が小さくなり、拡散抑制部分６Ｓの高さが大きくなる。なお、上述したプレスによって吸
収材６の表面及び裏面の一方又は両方にわずかな凹凸が形成され、吸収材６の部分ｘの厚
さが均一でない場合がある。このため、上述の説明では平均厚さを用いている。
【００３９】
　この場合、図２に示されるように、吸収部分６Ａは吸収体６の他の部分よりも肌当接側
シート４すなわち着用者に向けて突出している。その結果、吸収部分６Ａが着用者の排尿
位置ＵＰ（図４）に確実に当接され、被吸収液が確実に吸収部分６Ａから吸収される。
【００４０】
　また、図６に示されるように、拡散抑制部分６Ｓは隣接する高拡散部分６ＤＨＦ，６Ｄ
ＨＲ及び低拡散部分６ＤＬＦ，６ＤＬＲよりも肌当接側シート４すなわち着用者に向けて
突出している。その結果、被吸収液が拡散抑制部分６Ｓ内を拡散したとしても、被吸収液
は矢印Ｕで示されるように、主として拡散抑制部分６Ｓの底部を拡散し、拡散抑制部分６
Ｓの頂部をほとんど拡散しない。その結果、ライナー１が着用者に押し付けられた場合で
も、一旦吸収された被吸収液が着用者の肌に付着するのを抑制することができ、したがっ
て着用者の肌をドライな状態に維持することができる。特に、前領域６Ｆには、着用者の
体のふくらみが当たり圧力が作用する傾向にあるので、前領域６Ｆに拡散抑制部分６Ｓを
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設けるのが好ましい。また、着用者が座り又はかがんだ場合には、後領域６Ｒに圧力が作
用する傾向にあるので、後領域６Ｒにも拡散抑制部分６Ｓを設けるのが好ましい。
【００４１】
　また、図６に示されるように、拡散抑制部分６Ｓはテーパー状をなしている。この場合
、例えば拡散抑制部分６Ｓの中心部分６ＳＣの厚さは周辺部分６ＳＰの厚さよりも大きく
、したがって中心部分６ＳＣの平均吸収材密度は周辺部分６ＳＰの平均吸収材密度よりも
低くなっている。その結果、被吸収液が拡散抑制部分６Ｓ内を拡散したとしても、被吸収
液は主として周辺部分６ＳＰ内を拡散し、頂部を含む中心部分６ＳＣ内をほとんど拡散し
ない。
【００４２】
　更に、拡散抑制部分６Ｓ同士間において、肌当接側シート４と拡散部分６Ｄ（高拡散部
分及び低拡散部分）との間に空隙１２が形成される。その結果、吸収体６から肌当接側シ
ート４に戻るのを更に抑制することができ、着用者の肌を長時間にわたりドライな状態に
維持することができる。
【００４３】
　再び図４を参照すると、上述のウイング３は吸収体６の中間領域６Ｉに隣接して位置し
ている。この場合、中間領域６Ｉには、比較的高密度でありしたがって比較的硬い高拡散
部分６ＤＨＩが設けられている。このような硬質部位は着用時に着用者の動きによる体圧
の付与や曲げ力に耐えることができる。その結果、着用時にウイング３周りにおいてライ
ナー１にシワないしヨレが生じるのが抑制され、したがってライナー１を衣類に長時間に
わたり確実に固定し続けることができる。なお、一般に、失禁用ライナー１の交換頻度は
生理用ナプキンと比べて少なく、したがってライナー１の着用時間は長いので、ライナー
１の長時間にわたる確実な固定が要求されている。
【００４４】
　また、比較的硬質の３つの高拡散部分６ＤＨＩ，６ＤＨＦ，６ＤＨＲが縦方向、すなわ
ち着用者の前後方向に並べて設けられる。その結果、縦方向に延びる粘着剤９（図３）に
シワないしヨレが生ずるのが抑制され、したがって着用者がライナー１を衣類に固定する
のが容易になる。また、ライナー１全体のシワないしヨレの発生も抑制することができる
ので、吸収体６における被吸収液の拡散を狙い通り実現することができる。
【００４５】
　更に、図４に示されるように、上述の圧搾溝１１は吸収部分６Ａの両側の中間領域６Ｉ
から前領域６Ｆ及び後領域６Ｒまで延びている。その結果、吸収体６が圧搾溝１１に沿っ
て折れ曲がることが可能となり、ライナー１が着用者の身体に追従して変形することが可
能となる。また、圧搾溝１１の吸収材密度は比較的高いので、被吸収液は圧搾溝１１内を
も拡散して前領域６Ｆ及び後領域６Ｒに到り、更に拡散する。
【００４６】
　一方、前領域６Ｆ及び後領域６Ｒには、比較的低密度でありしたがって比較的柔らかい
拡散抑制部分６Ｓが設けられている。その結果、ライナー１が着用者の身体に追従して変
形することが可能となる。この場合、拡散抑制部分６Ｓが点在して設けられるので、すな
わち不連続に設けられるので、前領域６Ｆ及び後領域６Ｒが過度に柔らかくなく、前領域
６Ｆ及び後領域６Ｒに好ましくないシワないしヨレが生ずるのを抑制できる。
【００４７】
　ここで、図３を参照しつつ図７を参照すると、粘着剤９は圧搾溝１１の前端１１Ｆ周り
の幅方向両側に位置すると共に、前端１１Ｆを越えて縦方向前方に延びている。同様に、
粘着剤９は圧搾溝１１の後端１１Ｒ周りの幅方向両側に位置すると共に、後端１１Ｒを越
えて縦方向後方に延びている。
【００４８】
　このようにすると、圧搾溝１１の前端１１Ｆ周り及び後端１１Ｒ周りがそれぞれ２つの
粘着剤９によって囲まれることになる。その結果、ライナー１が圧搾溝１１に沿って折れ
曲がっても、ライナー１が衣類Ｃに確実に固定され続け、したがってライナー１にシワな
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【００４９】
　一方、粘着剤９は圧搾溝１１の前端１１Ｆ周り及び後端１１Ｒ周り、特にその底部１１
Ｂと重なっていない。すなわち、圧搾溝１１、特にその底部１１Ｂに対面するライナー１
ないし肌非当接側シート５の外面に、粘着剤不存在領域１ｘが設けられる。その結果、圧
搾溝１１に沿うライナー１の変形が粘着剤９によって妨げられない。したがって、着用時
にライナー１の変形したときに、ライナー１が着用者の身体に容易に追従することができ
る。
【００５０】
　なお、上述した特許文献１には点在する空間層が開示されており、この空間層が本発明
の拡散抑制部分に対応するかに見える。しかしながら、特許文献１では吸収材密度をまっ
たく考慮しておらず、空間層の吸収材密度がその周囲の層の吸収材密度よりも低いか否か
がわからない。また、引用文献１では、被吸収液の拡散速度の抑制という技術的課題につ
いて何ら開示されておらず、当然、その解決手段も開示されていない。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　失禁用ライナー
　２　　本体
　３　　ウイング
　４　　肌当接側シート
　５　　肌非当接側シート
　６　　吸収体
　６Ａ　　吸収部分
　６Ｄ　　拡散部分
　６Ｓ　　拡散抑制部分
　７　　クッションシート
　８　　サイドシート
　９，１０　　粘着剤
　１１　　圧搾溝
　１２　　空隙
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